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＝居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて＝ 

（令和７年度後期） 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

１．特定事業所集中減算の概要  
特定事業所集中減算は、居宅介護支援の公正中立の原則について遵守を図ることを目的

として創設されたものです。 

居宅介護支援事業所において判定期間（前６ヶ月間）に作成した居宅サービス計画に位

置づけられた「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」「地域密着型通所介護」（以下

訪問介護サービス等という）の提供総数のうち、同一法人の事業所によって提供されたも

のの占める割合が正当な理由なく１００分の８０を超えている場合に、減算適用期間中の

居宅介護支援費のすべてについて、１月につき２００単位を所定単位数から減算するもの

です。 

 

２．判定期間、市への報告期限、減算適用期間等 

 

※判定期間ごとに、全事業所において８０％超過がないか確認を行い、８０％超過がある・ 

ないに関わらず、全事業所が届出書を市に提出する必要があります。 

※８０％を超過しているにもかかわらず、期日までに市に提出がない場合は、正当な理由

の有無に関わらず減算が適用となりますので注意してください。 

 

３．判定から審査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  判定期間 市への報告期限 減算適用期間 

前期 
令和７年９月１日 

～令和８年２月 28日 
令和８年３月 13日（金） 

令和８年４月１日 

～令和８年９月 30日 

② 提出時に該当する理由書及び必要書類を添付。

正当な理由に該当するか市で審査を行う。 

① 届出書を作成し、介護保険課に提出（全事業所） 

控えを事業所にて５年保管。 

 

減算が必要 
 

減算は不要 

正当な理由に該当しない場合 ･正当な理由に該当する場合 

･８０％を超えていない場合 

 

【目次】 
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3. 判定から審査の流れ（Ｐ．１） 

4. 算定方法（Ｐ．２） 

5. 正当な理由の範囲（都城市における取扱い）（Ｐ．３） 

6. 提出書類について（Ｐ．４） 
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8. Ｑ＆Ａ（Ｐ．５） 

 

 

※８０％を超えない場

合でも書類の提出は必

要です。 
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４．算定方法 
事業所ごとに、当該事業所で判定期間に作成された居宅サービス計画（要介護１～５）

のうち、訪問介護サービス等が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、

それぞれのサービスごとに最もその紹介件数の多い法人（以下「紹介率最高法人」という。）

を位置付けた数の占める割合を計算し、いずれかのサービスについて正当な理由なく 

８０％を超えた場合は、すべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について減算と

なります。 
 

（１）紹介率最高法人の割合の計算式（例：通所介護の場合）  

（通所介護に係る紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数）  

÷（通所介護を位置付けた居宅サービス計画数）×１００ ＞８０％（減算）  

≦８０％（非減算）                       
 

（２）紹介率最高法人の判定方法（例：通所介護の場合） 
 

 

 

 
 

 

 

※通所介護を位置付けた居宅サービス計画数は、全部で３５件あるとする。 
 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（３）計算上の注意事項  

① ケアプラン１の場合のように、開設者が同じ法人（Ａ法人）の事業所が複数位置

付けられていても、Ａ法人を位置付けた計画数は１件としてカウントします。  

② ケアプラン２の場合のように、開設者がそれぞれ違う法人（Ａ法人、Ｂ法人）の

事業所が複数位置付けられている場合は、Ａ法人を位置付けた計画として１件、Ｂ

法人を位置付けた計画として１件、とそれぞれの法人でカウントします。  

③ ケアプラン１、２及び３５の場合のように、２以上の通所介護事業所が位置付け

られている場合でも、通所介護を位置付けた居宅サービス計画数はあくまでケアプ

ランの合計数（上記例の場合：３５件）とします。  

※給付管理を行った居宅サービス計画を対象とします。  

※介護予防サービス計画は含みません。  

ケアプラン１ ケアプラン２ ケアプラン３ 

イ事業所  

ロ事業所  

イ事業所  

は事業所  

ロ事業所  

 

ケアプラン 35 

ロ事業所  

に事業所  

Ａ法人が有する通所介護事業所：イ事業所  ロ事業所 

Ｂ法人が有する通所介護事業所：は事業所  に事業所 

 

Ａ法人       １件(ケアプラン１) 

１件(ケアプラン２) 

１件(ケアプラン３) 

 

１件(ケアプラン35) 

            29件 

Ｂ法人      １件(ケアプラン２) 

１件(ケアプラン△) 

  

 

１件(ケアプラン35) 

            20件 
 

・・・・・・・・ 

…
 

＋） ＋） 

…
…

 

紹介率最高法人は、Ａ法人となる。 
 

通所介護を位置付けた居宅サービス計画３５件に対する、Ａ法人を位置付けた計画（２９件）

が占める割合は ・・・ 

【２９ ÷ ３５ × １００ ＝ ８２．９％ （小数点第２位以下四捨五入）】 
 

 

８０％を超えているので特定事業所集中減算の対象となる 
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５．正当な理由の範囲（都城市における取扱い） 

「４ 算定方法」により８０％を超えた場合、超えるに至った理由について「正当な理由」

があり、適切な理由である場合には、特定事業所集中減算の適用を受けません。  

 

 正当な理由  
 

【理由１】居宅介護支援事業所の運営規程に定める「通常の事業の実施地域」に、訪問介

護等の事業所が、サービスごとでみた場合に、５事業所未満である場合 

 

【理由２】特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である場合 

※都城市では山之口町が該当  

 

【理由３】判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数が事業所全体で２０件以下

である場合  

 

【理由４】判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置

付けられた計画数が平均１０件以下である場合 

 

【理由５】サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の

事業者に集中していると客観的な挙証資料により認められる場合  

具体的には以下のいずれかに該当するものとする。  
 

ア 利用者からサービスの質が高い旨の理由書（様式４）を受けている場合で

あって、地域ケア会議その他個別のケースを地域で検討する会議にその利

用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受け

ているプランを除いて再計算した結果、８０％を超過しない場合  
 

イ 判定期間中に新規、更新、変更した居宅サービス計画について、アセスメ

ントの結果、各種加算等の体制を届け出ている事業所を位置付ける必要が

ある場合に、次の①もしくは②に該当するプランを除いて再計算した結果、

８０％を超過しない場合（該当するプランのアセスメント、居宅サービス

計画第１表から第７表の写しの添付が必要）  

① 各種加算等の体制を届け出ている事業所が、居宅介護支援事業所の通常 

の事業の実施地域内に１箇所しかない場合 

② 各種加算等の体制を届け出ている事業所について、利用者が適切な情報 

提供を受け、複数の事業所を比較検討した上で、利用者からサービスの 

質が高いことを理由にサービスを利用したい旨の理由書（様式４）の提 

出がある場合 

 

【理由６】その他、地域的な事情も含め諸般の事情を総合的に勘案し、正当な理由がある

と客観的な挙証資料により認められる場合（該当する居宅サービス計画を除外

して再計算を行った結果、８０％を超過しない場合）  

 

留意事項 

※ 紹介率最高法人が８０％を超えた理由が、上記【理由１～６】に該当する場合には、

届出書（様式１）の⑤の「該当番号」に理由番号を記載してください。  

※ 届出された正当な理由、提出された資料の内容等によっては、追加の資料を求める

など、個別のヒアリングを実施する場合があります。また、正当な理由があるとして

提出した場合でも、認められないとされた場合には、減算が適用されます。  
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６．提出書類について  
  下記「提出書類一覧」を御参照の上、必要な様式を下記ホームページからダウンロー

ドして提出してください。 
 

 

市ホームページ「居宅介護支援事業所は令和７年度前期の特定事業所集中減算の届出が

必要です」にて、案内しております。市トップページのＩＤ番号検索にて「１５９６９」

と入力し、検索してください。 
 
 

 

＝提出書類一覧＝ 
 

提出する書類 様式１ 様式２ 
様式３、 

様式３の２ 
様式４ 

いずれのサービスも紹介率が８０％を超え

なかった場合  
○ ○ × × 

いずれか１つの

サービスでも紹

介率が８０％を

超えた場合  
 

正当な理由に該当しない  ○ ○ × × 

正当な理由

に該当する  
 

理由１  ○ ○ × × 

理由２  ○ × × × 

理由３  ○ ○ × × 

理由４  ○ ○ × × 

理由５ア  ○ ○ ○(※１) ○ 

理由５イ①  ○ ○ ○(※２) × 

理由５イ②  ○ ○ ○(※２) ○ 

理由６  ○ ○ ○(※２) × 

※１ 地域ケア会議等の議事録の写し、提出した居宅サービス計画書（第１表～第３表）

の写しを添付してください。 

※２ アセスメントの写し、居宅サービス計画（第１表～第７表）の写し（記録も含む）

を添付してください。 

◇紹介率最高法人が複数ある場合は、「様式１別紙」を提出してください。 
 

（参考）様式１   ：「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る届出書」  

    様式１別紙：「居宅サービス計画の作成状況」（紹介率最高法人が複数ある場合） 

様式２   ：「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る判定表」  

様式３   ：「再計算書（正当な理由が５又は６の場合）」  

様式３の２：「再計算の対象にした居宅サービス計画一覧表」 

（正当な理由が５又は６の場合）  

様式４    ：「居宅サービス事業所の選択に関する理由書」 

 

 

 
 

７．提出先等 
（１）提 出 先： 都城市役所介護保険課指導担当（〒885－8555 都城市姫城町６街区 21） 
 
（２）提出部数：１部（受付印を押した事業所控えが必要な場合は２部） 

 
（３）提出方法：①電子申請・届出システム（https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/） 

②メール（kaigo@city.miyakonojo.miyazaki.jp）  ③郵送 

※封筒に「特定事業所集中減算関係書類在中」と朱書きしてください。 

        ※郵送の場合で、受付印を押した事業所控えが必要な場合は、切手を 

貼った返信用封筒を同封してください。 

        ※メールの場合は、件名を「特定事業所集中減算関係書類（事業所名）」 

としてください。 
 

（４）提出期限：令和８年３月 13日（金）当日消印有効

※届出書は、ホームページ掲載の「記入例」を御参照の上、作成してください。 

また、減算の有無の判断についての「判定フローチャート」もご確認ください。 
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８．Ｑ＆Ａ 
 

（問１）通常の事業の実施地域について、市町村合併後の市町単位で届け出ているが実態

は旧市町村の地域を主としてサービス提供している。こうした実態に応じて通常

の事業の実施地域を変更することは可能か。 
 

（答）可能ですが、運営規程に定めるなどして適切に対応してください。なお、サービス

提供地域の実態については変更届出時に確認することがありますので、客観的な挙

証資料を備えておいてください。 
 

（問２）給付管理を月遅れで行った場合、どの月の件数として算定すればよいか？ 
 

（答）サービス提供を行った月の件数としてカウントしてください。 

例えば、１０月にサービス提供を行った分の給付管理票の提出を、月遅れで１２月

に行った場合には、１０月分に計上してください。 
 

（問３）【理由５】のアでいう地域ケア会議その他個別のケースを地域で検討する会議に

その利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受け

ているケースについて、どのような資料で証明すればいいか。 
 

（答）会議の議事録（開催日時、出席者名、議事の詳細が記載されているもの）の写し及

び提出された居宅サービス計画の写し（第１表～第３表）で確認します。 
 

（問４）【理由５】のイを設定した主旨は何か。 
 

（答）本減算の主旨は、居宅介護支援事業所による特定の居宅サービス事業所への意図的

な集中利用を抑止することです。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準第１条第２項においては「指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、

その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービ

スが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるも

のでなければならない。」とされています。このように、公正、中立な立場で利用

者の選択を支援するのが介護支援専門員の重要な役割となっていますので、平成 

２７年度改正に伴い、改めて、この基本に立ち返るため設定した条件です。 

また、居宅サービス計画は個々の利用者の特性に応じて作成されるものですので、

事業所を選択する理由も利用者によってさまざまであるはずです。このため、正当

な理由に該当するものとして提出された居宅サービス計画や理由書が、全て同じ加

算の算定によるものであるような場合などは、正当な理由に該当しないこともあり

ますので留意してください。 
 

（問５）【理由５】のイでいう「各種加算等の体制を届け出ている」とは何か。 
 

（答）介護給付費算定に関する届出書における届出内容のことです（割引等も含む）。 

なお、加算等を届け出ていないが、同等の体制にあるものとして客観的な挙証資料

の提出があった場合も含みます。 
 

（問６）【理由６】でいう諸般の事情とはどのようなことを想定しているのか？ 
 

（答）災害や他事業所の休止、廃止等で引き継がざるを得なかった事例や、支援困難とし

て市町村や地域包括支援センターから依頼があった事例等を想定しています。 
 

（問７）平成２８年４月１日から当減算の対象サービスとして地域密着型通所介護が加わ

ったところである。平成２８年４月１日前から継続して通所介護を利用している

者も多いが、通所介護と地域密着型通所介護とを分けて計算する必要があるか。 
 

（答）通所介護と地域密着型通所介護の紹介率については、２つのサービスが位置づけら

れている居宅サービス計画を合算して算出してかまいません。（実質、移行前の算

出の方法から変更なし。） 


